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イ
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ン
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知
ら
せ

募　
　

集

相　
　

談

就　
　

職

くらしの情報

市
町
村
税
滞
納

ぼ
く
滅
月
間
２
０
１
４

◆
県
内
一
斉
の
取
組

納
税
の
公
平
と
税
収
の
確
保
を

図
る
た
め
、
３
〜
５
月
を「
市
町
村

税
滞
納
ぼ
く
滅
月
間
２
０
１
４
」

と
し
て
、
栃
木
県
と
の
協
働
に
よ

り
、
県
内
一
斉
に
徴
収
の
強
化
に

取
り
組
み
ま
す
。

◆
滞
納
が
発
生
す
る
と

市
税
の
滞
納
が
発
生
す
る
と
、

そ
の
徴
収
に
費
用
が
生
じ
る
ほ
か
、

提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
す
る

恐
れ
も
あ
り
ま
す
。
市
で
は
税
の

公
平
な
負
担
と
、
安
定
し
た
税
収

入
を
確
保
す
る
た
め
、
次
の
よ
う

な
差
し
押
さ
え
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

○「
不
動
産
差
押
」

不
動
産
登
記
簿
に
「
差
押
」
の

登
記
を
し
た
の
ち
、
公
売
し
、
滞

納
し
て
い
る
税
金
に
充
当
し
ま
す
。

○「
預
金
差
押
」

銀
行
・
農
協
・
郵
便
局
な
ど
の

金
融
機
関
に
照
会
を
行
い
、
預
金

（
貯
金
）を
差
し
押
さ
え
て
、
滞
納

し
て
い
る
税
金
に
充
当
し
ま
す
。

○「
給
与
差
押
」

勤
務
先
に
給
与
支
払
い
な
ど
の

照
会
を
行
い
、
給
与
差
し
押
さ
え

後
、
毎
月
雇
用
主
か
ら
徴
収
し
、

滞
納
し
て
い
る
税
金
に
充
当
し
ま

す
。

○「
生
命
保
険
差
押
」

生
命
保
険
会
社
な
ど
に
照
会
を

行
い
、
生
命
保
険
差
し
押
さ
え
後

に
解
約
し
、
生
命
保
険
会
社
か
ら

解
約
返
戻
金
を
徴
収
し
、
滞
納
し

て
い
る
税
金
に
充
当
し
ま
す
。

○「
動
産
差
押
」

捜
索
に
よ
る
住
居
・
事
務
所
等

へ
の
強
制
調
査
を
実
施
し
、
財
産

差
し
押
さ
え
後
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
公
売
し
、
滞
納
し
て
い
る
税

金
に
充
当
し
ま
す
。

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
早
め

に
納
付
の
相
談
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課
☎（
40
）５
５
５
４

優
良
運
転
者
表
彰

受
付
の
お
知
ら
せ

優
良
運
転
者
の
定
期
表
彰
を
行

い
ま
す
の
で
、
次
の
基
準
を
満
た

し
表
彰
を
希
望
さ
れ
る
方
は
生
活

安
全
課
（
国
分
寺
庁
舎
２
階
）
へ

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
条
件

① 

別
表
の
免
許
取
得
期
間
内
に
自

動
車
（
原
付
・
小
特
・
二
輪
免

許
を
含
む
）
の
運
転
免
許
を
取

得
し
た
方

② 

過
去
２
年
以
内
（
平
成
24
年
４

月
１
日
以
降
）
に
交
通
関
係
法

令
違
反
の
な
い
方
（
た
だ
し
、

３
点
以
下
の
軽
微
な
違
反
１
回

は
除
く
）

③ 

過
去
に
交
通
安
全
功
労
者
ま
た

は
優
良
運
転
者
と
し
て
緑
十
字

銅
章
以
上
の
表
彰
を
受
け
て
い

な
い
方

④
下
野
市
民

■
申
込
期
限

４
月
25
日
㈮

■
申
請
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑

②
運
転
免
許
証

③ 

運
転
記
録
証
明
書
交
付
代
6
3
0

円
（
つ
り
銭
の
な
い
よ
う
ご
協

力
お
願
い
し
ま
す
。）

※ 

証
明
書
交
付
代
は
、
返
却
さ
れ

ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

表
彰
該
当
者
に
つ
き
ま
し
て
は

11
月
頃
に
通
知
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

生
活
安
全
課
☎（
40
）５
５
５
５

協
会
け
ん
ぽ
の
保
険
料

率
が
変
わ
り
ま
す

中
小
企
業
等
で
働
く
方
や
そ
の

ご
家
族
が
加
入
し
て
い
る
健
康
保

険
「
協
会
け
ん
ぽ
栃
木
支
部
」
の

健
康
保
険
料
率
は
据
え
置
き
で
す

が
、
介
護
保
険
料
率
が
平
成
26
年

４
月
納
付
分
よ
り
現
行
の
１
・
55

％
か
ら
１
・
72
％
へ
変
更
に
な
り

ま
す
。

よ
り
詳
し
い
内
容
は

http://w
w
w
.kyoukaikenpo.

or.jp

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

全
国
健
康
保
険
協
会
栃
木
支
部

（
協
会
け
ん
ぽ
）

☎
0
2
8（
6
1
6
）1
6
9
1

あ
な
た
の
税
が
未
来
を
拓
く

■表彰区分・対象者（運転期間が表彰区分に該当していれば対象になります。）
表彰区分 免許取得期間（以下の期間に取得した方）

栃木県警察本部長・
栃木県交通安全協会長

表　彰

20 年表彰 平成 5年 4月 1日～平成 6年 3月31日
30 年表彰 昭和58年 4 月 1 日～昭和59年 3 月31日
40 年表彰 昭和49年 3 月31日以前

下野警察署長・
下野地区交通安全協会長

表　彰

5 年表彰 平成20年 4 月 1 日～平成21年 3 月 31日
10 年表彰 平成15年 4 月 1 日～平成16年 3 月 31日
15 年表彰 平成10年 4 月 1 日～平成11年 3 月 31日

※普通・二輪・原付・小特など現在お持ちの免許でもっとも古いものの取得日が起点になります。

お
詫
び
と
訂
正

広
報
し
も
つ
け
３
月
号
２
ペ

ー
ジ
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま

す
。成

人
式
石
橋
地
区
実
行
委
員

の
宮
越　
拓
未
さ
ん
は
、正
し
く

は
、
上
野　
泰
伴
さ
ん
で
し
た
。


